
第１２６回丹波篠山市議会６月２６日会議

条 例 改 正 新 旧 対 照 表

議案第４９号 丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

令和７年６月２６日

丹 波 篠 山 市



丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 報酬の額 

選挙管理

委員会 

委員長 年額 １２０，０００円 

委員 〃  ９６，０００円 

選挙長 １回につき １０，８００円 

開票管理者 〃     １０，８００円 

開票及び選

挙立会人 

〃     ８，９００円 

投票管理者 午前７時から午後８時まで １２，８００円 

〃 午前８時３０分から午後８時まで １１，３０

０円 

〃 午前８時３０分から午後５時まで ８，３００

円 

投票立会人 午前７時から午後８時まで １０，９００円 

〃 午前８時３０分から午後８時まで ９，６００

円 

〃 午前８時３０分から午後５時まで ７，１００

円 

ただし、立会時間内に交替する場合その他立

会時間を短縮する場合は、任命権者が定める額 

(略) (略) (略) 
 

区分 報酬の額 

選挙管理

委員会 

委員長 年額 １２０，０００円 

委員 〃  ９６，０００円 

選挙長 １回につき １２，２００円 

開票管理者 〃     １２，２００円 

開票及び選

挙立会人 

〃     １０，１００円 

投票管理者 午前７時から午後８時まで １４，５００円 

〃 午前８時３０分から午後８時まで １２，８０

０円 

〃 午前８時３０分から午後５時まで ９，４００

円 

投票立会人 午前７時から午後８時まで １２，４００円 

〃 午前８時３０分から午後８時まで １０，９０

０円 

〃 午前８時３０分から午後５時まで ８，１００

円 

ただし、立会時間内に交替する場合その他立

会時間を短縮する場合は、任命権者が定める額 

(略) (略) (略) 
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